
11/28(月)「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催
されます
 

少し先の話になりますが、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。
 

埼玉だけでなく、同様のシンポジウムが全国各地でおこなわれ、私たち埼玉過労死弁護団の弁護士なども加わって、開催準備をしています。
 

一昨年成立した過労死等防止法ですが、この法律の存在や趣旨が、まだまだ世間では広まっていません。
このシンポジウムに一人でも多くの方にご参加いただき、過労死等防止法の認知度を高め、過労死のない社会を皆さんと目指したいと思い
ます。
 

ぜひ、ご参加ください。
 

◆日　時：２０１６年１１月２８日（月）１４時～　（受付開始１３：３０）

◆講　師：山本　晴義　氏（横浜労災病院　勤労者メンタルヘルスセンター長）

              尾林　芳匡　氏（東京過労死弁護団幹事長）

◆会　場：さいたま共済会館　（ＪＲ浦和駅西口より徒歩１０分）

◆参加費：無料（要事前申込）

 

主催：厚生労働省
 

後援：埼玉県（予定）
 

協力：過労死等防止対策推進全国センター
　　　全国過労死を考える家族の会
　　　過労死弁護団全国連絡会議
　　　埼玉産業保健総合支援センター

https://saitamasogo.jp/archives/68702
https://saitamasogo.jp/archives/68702
http://www.saitama-ctv-kyosai.net/kyosai_kaikan/


 
問い合わせ：弁護士　佐渡島啓
（ＴＥＬ：０４８－８６２－０３５５）
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